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　　日本語学会からのお知らせ　第62号（2018年04月25日）
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　このメールは，日本語学会会員の皆様にお送りしています。
――――――――――――――――――――――――――――――

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■　著作権譲渡のお願い（公告）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会員ならびに関係各位

日本語学会（以下，本学会：改称以前の国語学会時代を含む）では，これまで，機関誌『
日本語の研究』等，本学会の名義で公表する著作物の著作権を，各論文等の著者に帰属す
るものとして参りましたが，すでに本学会サイトおよび機関誌上に掲げたとおり，2017年
11月11日，『日本語学会著作権規程』（以下，本規程）を制定し，2018年１　.月１日以
降，本学会の名義で公表する著作物の著作権を，原則として，本学会に帰属するものと定
めました。
この規程は，現在および将来にわたり，本学会が，各著者による論文等の編集，配布，
Web上での公開，あるいは将来予想される新技術による公表等に際して，柔軟・円滑に対
応し，責任を持って提供するためには，本学会の名義で発行する著作物に対する著作権
を，明確に本学会に帰属するものと規定する必要があるとの考えにより，定めたもので
す。
本規程発効以降に投稿・寄稿される著作物に関しては，本規程（第３条）の定めるところ
に従い，各著者に著作権譲渡の意思表明をお願いしておりますが，今般，この公告を以
て，2017年以前に，本学会の名義で発行された著作物所載の各論文等の著者および著作権
継承者の皆様にも，著作権の譲渡をお願いいたしたく存じます。
本来であれば，各著者から個別に著作権譲渡の承諾を頂戴する必要がありますが，本学会
発足以降の全ての記事について個別の手続きを行おうとすると，その事務処理は膨大なも
のとならざるをえません。そこで，本学会としては，本規程（付則２）および他学会等で
の通例に従い，これらの記事の著作権については，本公告によって譲渡されたものと見な
させていただきます。なお，本規程（第６条）にも明記するとおり，著作権譲渡以降も，
著者自身による当該記事の利用を妨げるものではありません。なにとぞ，ご了承いただき
ますようお願い申し上げます。
　著者および著作権継承者の方で，この措置にご異議のある場合，あるいはご不審の点等
がある場合は，2018年10月31日までに，下に掲げる本学会事務室まで文書か電子メール
で，その旨をお申し出下さい。また，この公告が全ての著者または著作権継承者の目に触
れるとは限らないと思われますので， 本公告を知る機会がなかった等の理由で，期限後
にお申し出があれば，個別にご相談させていただきます。
以上，皆様のご理解とご協力とをお願いする次第です。

2018年4月22日
日本語学会

連絡先
日本語学会事務室
〒113‐0033 東京都文京区本郷1丁目13番7号 日吉ハイツ404号
電話・FAX 03(5802)0615
E-MAIL：office■■jpling.gr.jp（■■は@に置き換えてください）
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■　「日本語学会からのお知らせ」バックナンバー
https://www.jpling.gr.jp/kaiin/infomail/backnumber/
――――――――――――――――――――――――――――――
■　研究会・講演会などの情報は，日本語学会ホームページの「学会消息（研究会等の開
催情報）」から見ることができます。また，学会消息には，会員・非会員を問わず，どな
たでも情報を登録することができます（ただし，非営利のものに限ります）。ご活用くだ



さい。
https://www.jpling.gr.jp/gakkai/aboutgakkaibbs/
――――――――――――――――――――――――――――――
■　メールアドレスの変更は下記のアドレスへご連絡ください。
mail-register■■jpling.gr.jp（■■は@に置き換えてください）
本文には，(1) 名前，(2) ふりがな，(3) 所属，(4) 変更／新規の別，(5) 登録する電子
メールアドレス（携帯電話のアドレスは，メール配信のできない場合がありますので，登
録はご遠慮ください）を記入してください。
――――――――――――――――――――――――――――――
■　配信停止は下記のアドレスへご連絡ください。
（本文に配信停止を明記してください。）
mailstop■■jpling.gr.jp（■■は@に置き換えてください）
――――――――――――――――――――――――――――――
■　その他のお問い合わせ・ご意見は，日本語学会事務室へお願いします。
〒113-0033　東京都文京区本郷1丁目13番7号　日吉ハイツ404号
電話・FAX：03(5802)0615
E-MAIL：office■■jpling.gr.jp（■■は@に置き換えてください）
――――――――――――――――――――――――――――――
■　日本語学会ホームページ
https://www.jpling.gr.jp/
――――――――――――――――――――――――――――――
■　日本語学会広報委員会のTwitterページ
https://twitter.com/sjl_dig
――――――――――――――――――――――――――――――
■　日本語学会広報委員会のfacebookページ
https://www.facebook.com/society.for.japanese.linguistics
――――――――――――――――――――――――――――――


